
船舶事故等調査報告書 

平成２２年４月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９長第１３９号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２１年８月２４日 １３時１０分ごろ 

発生場所 熊本県熊本市 緑川河口北方沖１海里付近 

事故等調査の経過  平成２１年１１月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第二十八天
てん

翔
しょう

丸、１９トン 

   ２９２－２６９５７熊本、株式会社村上工業 

Ｂ クレーン台船 八
はっ

光
こう

三号、全長４５ｍ 

   なし、株式会社村上工業 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 舵板の角度及びシャフトに異常（舵角指示器と１５度ほどのずれが

生じた） 

Ｂ なし 

 事故等の概要  Ａ船は、船長ほか３人が乗船し、船首約０.７ｍ、船尾約２.３ｍの喫

水で、Ｂ船を押してＡ船押船列を構成し、緑川河口沖の作業現場におい

て回頭中、平成２１年８月２４日１３時１０分ごろ、Ａ船の船尾船底が

海底に接触した。 

 Ａ船押船列は、航行に支障はないと判断して航海を続航したが、その

後、上架して調査したところ、舵板の舵角及び同シャフトに異常が認め

られた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １ 

海象：潮汐 下げ潮初期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

 Ａ船押船列は、緑川河口沖の作業現場を出航

する際、現場の水深が浅いため満潮時に出航す

る予定であったが、Ｂ船のクレーンの調子が悪

く作業が遅れ満潮時を経過して水深が浅くなっ

たときに出航したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、緑川河口沖の作業現場を出航する際、現場

の水深が浅いので満潮時に出航する予定であったが、満潮時を経過して

水深が浅くなったときに出航したため、Ａ船が海底に乗り揚げたことに

より発生したものと考えられる。 

 




